
○写  
令和６年８月５日  

 

 

秋田地方最低賃金審議会  

会  長   長  岐  和  行  殿  

 

 

                     秋田地方最低賃金審議会  

                     秋田県最低賃金専門部会  

                      部会長  長  岐  和  行  

 

 

秋 田 県 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 に 関 す る 報 告 書  

 

 当 専 門 部 会 は 、 令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日 、 秋 田 地 方 最 低 賃 金 審 議 会

に お い て 付 託 さ れ た 秋 田 県 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 に つ い て 、 慎 重

に 調 査 審 議 を 重 ね た 結 果 、 別 紙 １ の と お り の 結 論 に 達 し た の で

報 告 す る 。  

 な お 、 本 件 の 審 議 に 当 た っ た 専 門 部 会 の 委 員 は 下 記 の と お り

で あ る 。  

 

記 

 

（公益代表委員） （労働者代表委員） （使用者代表委員） 

嵯  峨   宏 井 上 正 克 小 野 秀 人 

臼 木 智 昭 後 藤 正 文 境 田 未 希 

長 岐 和 行 佐 藤 伸 幸 時 田 祐 司 

 

 



別 紙 １ 

 

秋 田 県 最 低 賃 金 

 

１ 適用する地域 

秋田県の区域  

２ 適用する使用者 

前号の地域内で事業を営む使用者 

３ 適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間９５１円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６ 効力発生の日 

   令和６年１０月１日 







令和６年８月５日 

 

 

  秋 田 労 働 局 長 

     山 本 博 之  殿 

 

                        秋田地方最低賃金審議会  

                           会 長  長 岐 和 行 

 

 

秋田県最低賃金の改正決定について（答申） 

 

 当審議会は、令和６年７月３日付け秋労発基０７０３第１号をもって貴職から諮問の 

あった標記について、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答

申する。 

  

○写  



別 紙 

 

秋田県最低賃金を次のとおり改正決定すること。 

 

１ 適用する地域 

秋田県の区域 

２ 適用する使用者 

前号の地域内で事業を営む使用者 

３ 適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 ９５１円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６ 効力発生の日 

   令和６年１０月１日 

 

 


